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大阪府人権施策推進基本方針の変更について（答申） 

 

令和２年 7月 20日付け人権企第１２９５号により諮問がありまし

た「大阪府人権施策推進基本方針の変更」については、以下の考え方

をもとに審議の結果、次のとおり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府人権施策推進基本方針の変更の考え方 
 
現行基本方針の根幹となる基本理念などの考え方は、現在においても変

わらないことから、現行の基本方針の枠組みは維持した上で、以下の観点
から検討した。 
   
○「１（３）取り組むべき主要課題」について  
  個別の人権課題を取り上げるにあたっては、人権をめぐる現状を反映 
させるとともに、次の 3要素を盛り込むこととした。 

    ①現在発生している具体的な課題 
    ②関連する法及び条例 
    ③求められる方策 
 
○「２ 基本理念」について 
  府政推進の基本理念を定めたものであることが明確になるよう内容を
整理することとした。 

 
○「３ 人権施策の基本方向」について 
  「人権施策の基本方向」のうち「人権意識の高揚を図るための施策」
については、現行の内容を維持することとし、「人権擁護に資する施策」 
については、国の人権救済の取組の方向性を踏まえ、内容を検討すること
とした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府人権施策推進基本方針の変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

目         次 

 

 

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 

第１ 基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

 

第２ 大阪府における人権をめぐる状況 ・・・・・・・・・・・・・３ 

 

 

第３ 人権施策の基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 

第４ 推進にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

大阪府人権施策推進基本方針 

 

はじめに 

 

近年、大阪はビジネス、観光など、海外から多くの人々を惹きつける都市として、大

きく発展しています。また、2025年には大阪・関西万博が開催されます。この万博の

テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」は、SDGs（Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標）が達成された社会をめざすものでありま

す。大阪は万博開催都市として、SDGsの 17ゴールの達成をめざしています。 

一方で、近年の自然災害や感染症の発生に伴って人権が脅かされる事態が生じており、

また SNS などインターネット上の書込みに起因する人権侵害は、社会的な問題となっ

ています。 

こうした中、一人ひとりがかけがえのない存在として、それぞれの自分らしさやお互

いを認め合い、違いが大切にされる、人権を尊重する態度や精神に満ち溢れた文化を創

造することが重要です。 

大阪府では、平成 10（1998）年 11月に「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を

施行し、平成 13（2001）年 3月には同条例に基づき「大阪府人権施策推進基本方針」

を策定して、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざし、人権施策推進

の枠組みを示しつくり上げることを掲げ、人権施策の推進に努めてきました。 

「大阪府人権施策推進基本方針」の策定から 20年が経過し、人権をめぐる状況は大

きく変化しました。平成 28（2016）年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる人権 3法及び「大阪府障

害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行され、また、令和元（2019）

年には、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」、

「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」が施

行されました。さらに、令和 2（2020）年には、「人権問題に関する府民意識調査」

（以下「府民意識調査」という。）を実施しました。こうしたこの間の動きを踏まえ、

人権についての府民の意識、人権課題の現状、これからの取り組みの方向性などについ

て見直し、「大阪府人権施策推進基本方針」の変更を行うこととしました。 

今後、この新しい基本方針に基づき、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめ

ざして、全庁をあげて人権施策の推進に取り組んでまいります。 

 

 

 

 



2 

第１ 基本理念 

 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」は、その前文で、「すべての人間が固有の尊

厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理であり、世界人権宣

言及び日本国憲法の理念とするところである。かかる理念を社会において実現するこ

とは、私たちすべての願いであり、また責務でもある。」「人権尊重の機運が国際的に

も高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私たち一人ひとりが命

の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現する

ことが、今こそ必要とされている。」とうたっています。 

  こうした条例のめざす人権尊重の社会を実現するため、次の二つを府政推進の基本

理念として掲げます。 

 

  

 

 

 

 

 

  人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利です。すべ

ての人は、人間として皆同じ人権を有しており、一人ひとりがかけがえのない存在で

あるということを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多

様性を尊重することが必要です。 

  すべての人が人権尊重の精神を身につけ、日常生活の中で実践するようになること

で、人権文化が根付いた社会が生まれます。そして、そうした社会において、誰もが

個性や能力をいかして自己実現を図ることが可能となります。 

  社会の人権文化を豊かにするためには、二つのことが必要です。 

  ひとつは、性別、性的指向・性自認、障がいの有無、社会的出身、あるいは人種や

民族など、本人が選ぶことのできない事柄によって、生き方の可能性が不当に制約さ

れる状況をなくしていくことです。 

  もうひとつは、すべての人が自分らしさを輝かせ、様々な異なりをもった他者との

出会いを通じて世界を広げ、社会参加を実現することによって、個の主体性や多様性

にもとづく新たな社会的活力を創り出すことです。 

  今日まで、様々な人権分野で法整備が進められ、人権尊重のための社会の仕組みづ

くりが進んできました。 

  また、一方では新たな課題も生まれています。 

  とりわけ、インターネット上での匿名での書き込みにより差別が助長され、プライ

バシーが侵害されるなど、インターネット上の人権侵害が社会問題化しています。 

○ 一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現 

○ 誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化

の創造 



3 

  一人ひとりが、自己の人権のみならず他人の人権も尊重する態度を身につけること

がますます重要となっています。 

  大阪府では、こうしたことを背景に、条例のめざす人権尊重の社会をつくるために、

前記の基本理念を踏まえ、以下の考え方に基づき、総合的な施策の推進に努めていき

ます。 

  すべての人が、それぞれの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多様性を尊

重することの重要性を十分踏まえることを基本とし、あらゆる行政分野において、一

人ひとりが自分の権利のみならず、他人の権利についても深く理解するとともに、権

利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重しあうことの重要性を認識して施策

を進めます。そして、施策を通じて人権の普遍性が府民や民間事業者に理解されるよ

う努めるとともに、人権侵害の予防・救済など、府民の人権の尊重を基礎に据えた取

り組みを行い、差別のない社会の実現に努めます。 

  さらに、豊かな人権文化の創造に向け、すべての人が情報や市民活動の成果などを

活用することのできる環境を整備するとともに、行政が府民による主体的取り組みと

の有機的連携を図ることによって、地域全体の人権文化を豊かなものとなるように取

り組みます。 

 

第 2 大阪府における人権をめぐる状況 

 １ 国内外の人権尊重の潮流 

二十世紀の世界は、二度の大戦をはじめ数多くの戦争を経験してきました。最大の

人権侵害である戦争で、個人の権利は大きな犠牲を強いられ、その傷が癒えることは

ありません。 

こうした経験を踏まえ、国際連合では、人権の尊重が平和を守ることと密接不可分

の関係にあるという考えに基づいて、国家の枠組みを越えた国際的な人権規範の整備

に取り組んできました。 

昭和 23（1948）年に採択された世界人権宣言をはじめ、「あらゆる形態の人種差

別の撤廃に関する国際条約」（昭和40（1965）年）、「国際人権規約」（昭和41（1966）

年）、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（昭和 54（1979）

年）、「児童の権利に関する条約」（平成元（1989）年）などにより、国際的な人権保

障の枠組みの形成が進んでいます。 

また、SDGs の観点でも、平成 27（2015）年 9月に国連サミットにおいて採択

された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に「人権を保護しジェンダー

平等と女性・女児の能力強化を進めること」と記載されており、取り組むべき課題と

して、人権の視点が明確に示されています。 

わが国においては、世界人権宣言に先立つ昭和 22（1947）年に「基本的人権の

尊重」を基本理念に掲げた日本国憲法が施行され、それ以降、国際人権規約をはじめ

人権関連条約の批准がなされてきました。また、「人権教育及び人権啓発の推進に関
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する法律」をはじめ、国内で発生する様々な人権課題に対応するための個別の法整備

が進められてきました。 

 

２ 大阪府におけるこれまでの取り組み 

  大阪府では、同和問題・在日外国人問題をはじめとする様々な人権問題を重要な行

政課題と位置づけ、他の自治体に先駆けて取り組んできました。 

  平成 10（1998）年に制定した「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を土台とし

て、大阪府の人権施策を進めるための枠組みをつくり、すべての人の人権が尊重され

る社会の実現をめざした取り組みを進めています。 

  庁内においては、人権局を中心とした横断的な庁内推進体制のもとに、総合的な人

権施策を行い、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題などの個々の課題につい

ては、それぞれの関係部局において施策推進に取り組んでいます。 

 

３ 取り組むべき主要課題 

  人権尊重の社会をめざした取り組みが進められていますが、府内には今なお取り組

むべき人権課題が存在しています。 

 

（１）女性の人権 

人々の意識の中に長い時間をかけて形づくられてきた、性別に基づく「固定的性別

役割分担意識」は、男女共同参画社会の実現に向けた大きな障害の一つとなっていま

す。 

また、ドメスティック・バイオレンスの被害者は、多くの場合女性であり、その背

景には、「固定的性別役割分担意識」や男女間の経済格差など、社会の構造的問題が

関与していると言われています。加えて、１０歳代、２０歳代の交際相手同士の間で

起こる暴力である「デートＤＶ」が問題となっています。 

  一方、これまでは仕事中心だった男性の中にも、家庭や地域で活躍している人が増

えています。仕事でも、家庭でも、地域でも、男女ともに自分らしく暮らせる社会を

実現していくことが必要です。 

  「男女共同参画社会基本法」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、

「大阪府男女共同参画推進条例」に基づき、男女がともに自分らしくいきいきと暮ら

せる社会の実現に向けて、男女共同参画の推進が求められています。 

  また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、配

偶者等からの暴力を許さない社会づくりが求められています。 

 

（２）子どもの人権 

社会構造やライフスタイルの変化、また、様々な家族形態があるなど子どもを取り

巻く状況が大きく変化している中、家庭における児童虐待、学校や施設における体罰、
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暴力行為やいじめ、不登校の問題、また、児童買春・児童ポルノをはじめとする性犯

罪や薬物乱用など、子どもの人権を巡る問題が深刻化しています。さらに、貧困や自

殺等の問題も憂慮すべき状況にあります。 

  「児童虐待の防止等に関する法律」、「いじめ防止対策推進法」、「子どもの貧困対策

の推進に関する法律」、また、「大阪府子どもを虐待から守る条例」、「大阪府子どもを

性犯罪から守る条例」などを踏まえ、すべての子どもが社会全体で見守られながら、

健やかに成長することができる社会づくりを進めていくことが求められています。 

 

（３）高齢者の人権 

高齢化が急速に進む中、養護者等による介護・世話の放棄・放任や暴力的な行為を

受けたりする等の高齢者虐待が大きな課題となっています。 

また、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者、障がいなどを有する高齢者の中には、

日常生活において財産や金銭を詐取されるといった権利侵害の事例も見られます。 

「高齢者虐待防止法」や「介護保険法」などを踏まえ、高齢者虐待の防止や権利擁

護の取り組みを進め、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができ

る地域包括ケアシステムの実現を目指し、主体性をもって生活することができるよう、

みんなで支えあう地域づくり、社会づくりが求められています。 

 

（４）障がい者の人権 

障がい及び障がいのある人に対する理解と認識の不足から、車いすを使用している

ことを理由に入店を拒否したり、障がいがあることを理由に契約を拒否したりといっ

た不当な差別や、障がい者福祉施設等や雇用の場面においての虐待のほか、様々な問

題の発生につながることがあります。 

平成 24（2012）年に、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」

が施行され、平成 28（2016）年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（障害者差別解消法）」が施行されました。 

これらの法律や「大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例（大阪

府障がい者差別解消条例）」などを踏まえ、すべての府民が障がいの有無によって分

け隔てられることなく、人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、

障がい者差別解消や虐待防止に向けた取り組みと併せて、障がい及び障がいのある人

に対する府民の理解を深める取り組みが求められています 

 

（５）同和問題 

令和２（2020）年６月に国が公表した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」

においては、部落差別についての正しい理解が進む一方で、心理面における偏見、差

別意識が依然として残っていることや、インターネット上での不特定者に対する誹謗
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（ひぼう）中傷が一定数見られることなどが報告されています。また、府民意識調査

においては、同和問題に関する人権侵害として、インターネット上の誹謗（ひぼう）

中傷に対する認知度が最も高いことなどが報告されています。 

同和問題の解決に向けては、昭和 60（1985）年 10月に施行された「大阪府部

落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」に基づき、差別事象を引き起こすお

それのある個人及び土地に関する調査の規制等を行うとともに、平成 28（2016）

年 12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえながら、

相談体制の充実や教育・啓発等の取り組みを推進していく必要があります。また、イ

ンターネット上での差別の助長・誘発といった課題への対応も求められています。 

 

（６）外国人の人権 

外国人に関する課題としては、国際化が急速に進む一方で、言語、習慣、価値観等

の相互理解が不十分であることなどから、就労における差別や入居差別などの問題が

あります。また、大阪府には、歴史的経緯から韓国・朝鮮人が多く居住していますが、

在日韓国・朝鮮人の中には、差別を回避するため、その意に反して本名ではなく日本

名（通名）で生活せざるをえない人もいるといった問題も存在しています。近年では、

特定の人種や民族の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが社会的な

問題になっています。 

平成 28（2016）年 6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向

けた取組の推進に関する法律」が施行され、大阪府においても、令和元（2019）年

11月に「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する

条例」を施行しました。 

また、平成 30（2018）年 12月に「出入国管理及び難民認定法」が改正され、

外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取り組みとともに、外国人との共生社

会の実現に向けた環境整備が進められています。 

今後も外国人の居住の増加が見込まれる中、互いの文化的な違いを認め合い、多様

性を受け入れ、ともに生きていく社会を築いていく必要があります。 

  

（７）感染症に関する人権問題 

感染症に関する誤った知識や偏見等により、感染に伴う様々な差別や人権侵害が起

きています。 

ＨＩＶ陽性者に対しては、日常生活での接触で感染することがないにも関わらず、

感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起きています。 

また、ハンセン病については、感染することが極めてまれであるにもかかわらず、

法に基づき患者を強制的に療養所へ送り込む、いわゆる「無らい県運動」が戦前、戦

後に展開され、患者だけでなくその家族も、偏見や差別を受けました。平成 8（1996）

年に「らい予防法」は廃止されましたが、未だに根強く偏見や差別が残っています。 
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さらに、新型コロナウイルス感染症に関しては、未知のウイルスに対する恐れや無

理解等から、感染された方に対してだけでなく、医療、介護、物流など生活の維持に

欠かせない業務の従事者やその家族等への誹謗（ひぼう）中傷や差別的行為が発生し

ました。今後、未知の新興感染症が流行した際に、同様の差別的行為等が発生するお

それがあります。 

これらに対しては、感染症に関する正しい知識の普及啓発により偏見や差別意識を

解消し、誰もが安心して生活できる環境づくりが求められています。 

 

（８）犯罪被害者等の人権 

犯罪はそれ自体が人権を無視した行為です。 

不幸にして犯罪による被害を受けたとき、本人やその家族又は遺族は、心身を傷つ

けられ、それまでの平穏な日常生活を損なわれたうえ、時には無理解や偏見に基づく

誹謗（ひぼう）中傷等により名誉さえも毀損されるなど、十分な支援を受けられない

まま社会で孤立してしまうことが少なくありません。 

また、犯罪被害に遭ったことのない者にとって、自身や家族等が犯罪被害者になっ

たときのことは想像し難いことから、その支援についての社会的関心は決して高いと

言えず、犯罪被害者等が置かれている状況への理解も十分とは言えません。 

このため、大阪府では、平成 16（2004）年に制定された犯罪被害者等基本法の

理念に基づく「大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針」を、平成 18（2006）

年 12月に全国に先駆けて策定し、様々な支援施策を総合的・体系的に推進してきま

した。 

さらに、平成 31（2019）年 4月に施行した「大阪府犯罪被害者等支援条例」に

おいて、被害者支援の基本理念や各主体の責務をより明確にするとともに、府民理解

の増進や関係機関と一体となった総合的な支援体制を構築していくこととしていま

す。 

犯罪によって受けた被害からの回復は、犯罪被害者やその家族が有する当然の権利

です。こうした取り組みを通じ、「犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、と

もに支えあう、だれもが安心して暮らすことができる大阪」をめざして、犯罪被害者

等の個人としての尊厳が重んぜられ、その権利が尊重される社会づくりが求められて

います。 

 

（９）インターネット上の人権侵害 

  インターネットは、手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信

できるメディアとして、必要不可欠なインフラとなっています。 

  一方、課題として、匿名性を悪用した特定の個人や団体、不特定多数の人への誹謗

（ひぼう）中傷、ヘイトスピーチや同和問題に関して差別を助長・誘発する行為、個

人情報の暴露などのプライバシーを侵害する行為など人権に関わる問題が多数発生
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し、社会問題化しています。    

 また、府民意識調査においても、「差別を助長するような情報が掲載されること」

が、「どちらかと言えば」を含め、あると思うと答えた人が 86.4％となっており、イ

ンターネット上の人権侵害が深刻であることがうかがえます。 

こうしたインターネット上の人権侵害情報は、瞬時に世界中に拡散し、しかも、後

から削除することが極めて困難であることから、被害者は将来にわたり長く苦しむこ

ととなります。被害者の救済のためには、憲法が保障する表現の自由等を考慮しつつ、

法整備を含めたより実効性のある全国一律の制度の構築や表現の場を提供するプラ

ットフォーム事業者等の自主的な取り組みの強化が求められます。 

   あわせて、インターネットを利用する一人ひとりが人権意識を高め、情報の収集や

発信における責任やモラルについて正しく理解できるように、さらなる啓発に努める

とともに、被害者への支援を図るため、相談体制の充実などの取り組みが求められて

います。 

 

（１０）北朝鮮による拉致問題 

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、我が国の主権及び国民の

生命と安全にかかわる重大な問題です。 

こうした認識の下、拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題へ

の対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、「拉致問題その他北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が、平成 18（2006）年 6月に施

行されました。     

この法律に基づき、国や関係機関と連携を密にしながら、拉致問題に対する府民の

関心と認識を深めていくことが必要です。 

なお、拉致問題は北朝鮮という国家による犯罪であり、在日韓国・朝鮮人や北朝鮮

の一般の国民には何の責任もありません。取り組みを進めるにあたっては、外国人の

人権への配慮が必要です。 

 

（１１）性的マイノリティの人権問題 

性的マイノリティに関する課題としては、「出生時に割り当てられた性」と「自認

する性」が一致している人や「性的指向」が異性に向いている人が多数派とされる中、

そうではない人に対する差別や偏見が存在しており、性的マイノリティの人権問題に

関する社会の理解はまだ十分に進んでいません。 

府民意識調査では、74.9%の人が、どちらかと言えばあると思うを含め、性的マイ

ノリティへの理解や認識が不足していると思うと答えています。 

性的指向については、性的指向を理由とする差別的な取扱いは不当であるとの認識

が広がっていますが、いまだ、同性愛等に対して根強い偏見や差別があり、苦しんで

いる人々がいます。 
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  性自認については、出生時に割り当てられた性と自認する性との違和感に悩みなが

ら、社会の中で偏見を受け、社会生活上、支障をきたしたり、職場や学校等で嫌がら

せやいじめ、差別を受け、苦しんだりしている人々がいます。 

令和元（2019）年 10月に施行した「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関す

る府民の理解の増進に関する条例（大阪府性の多様性理解増進条例）」の趣旨を踏ま

え、性の多様性についての理解を深め、偏見や差別意識がなくなるよう、引き続き、

啓発や当事者が抱える様々な課題に対する取り組みを進めていくことが求められて

います。 

 

（１２）職業や雇用をめぐる人権問題 

職業や雇用をめぐる人権問題としては、就労形態や職種、職業に関する偏見や差別、

本人の適性・能力に基づかない不合理な採用選考、賃金や昇進等における男女の不均

等な待遇、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメントのほか、非正規労働者の待遇改善や長時間労働

の問題等があります。 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用

機会均等法）」においては、労働者が性別や妊娠・出産により差別されることを禁止

するとともに、職場におけるセクシュアルハラスメント対策の措置を事業主に義務付

けています。 

「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児

介護休業法）」においては、労働者が育児休業・介護休業等の制度を利用したことに

関する事業主による不利益な取扱いを禁止しています。 

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイ

ム・有期雇用労働法）」においては、通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期

雇用労働者の待遇を差別的に取り扱うことの禁止等を定めています。   

また、「労働施策総合推進法」の改正により、パワーハラスメント対策が法制化さ

れ、パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の

義務となりました。 

社会・経済情勢の変化に伴い、働き方も多様化する中、一人ひとりの仕事の

役割を理解し、仕事に優劣のないことを認識し、社会を支える構成員としてお

互いを認め合い支え合える社会を築くための取り組みが求められています。 

 

（１３）生活困窮（貧困）をめぐる人権課題 

近年、我が国の経済は緩やかな回復基調を続けていたにもかかわらず、大阪府では、

生活保護率の水準や非正規雇用者の割合が全国平均より高い状況にあるなど、厳しい

社会・経済状況に置かれていました。加えて、新型コロナウイルスが世界中にまん延

したことに伴い、我が国の経済は停滞した状況を見せ始めています。今後予測される
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生活困窮（貧困）の広がりは、一般的に自殺者の増加等に深い関連性があるという指

摘がなされており、また、子育て世帯の生活困窮（貧困）は、そのまま子どもの貧困

へとつながり、未来を担う若者層を蝕む深刻な人権課題となる懸念があります。 

  こうした懸念を払拭するため、国においては、経済活動の活性化と雇用の維持を図

るための取り組みが強化されているところですが、地方公共団体においても、平成30

（2018）年に改正・施行された「生活困窮者自立支援法」の基本理念（「生活困窮者

の尊厳の保持」、「地域社会からの孤立等生活困窮者の状況に応じた包括的・早期的な

支援」、「地域における関係機関等との連携等支援体制の整備」）や、「地域共生社会」

の実現に向けた包括的な支援体制の整備を求める「社会福祉法」の趣旨に基づき、

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）や隣保館等の既存の相談事業などと密接

に連携するとともに、地域における社会資源を有効に活用したセーフティネットの整

備に努めていく必要があります。 

 

（１４）ホームレスの人権問題 

ホームレスは、厳しい夏の暑さや冬の寒さに耐えながら生活しています。ときには

投石行為等の嫌がらせを受ける等、絶えず劣悪な環境での生活を余儀なくされていま

す。また、民間賃貸住宅を借りる場合や就職面接等において、ホームレスというだけ

で契約や採用に至らない場合もあります。 

路上（野宿）生活に至る原因は、人によって様々です。日雇労働に長年就いてきた

人たちの高齢化や会社の倒産等による失業者の増加や仕事量の減少など、経済的な原

因によるものが多数を占めますが、健康上の問題、家庭内の問題や借金の問題など、

複数の原因が複雑にからみ合っているケースも少なくありません。 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、自立の意思のあるホ

ームレスに対して安定した住居と就労機会の提供・確保や生活相談の実施等、自立に

つながる総合的な施策の実施が求められています。 

 

（１５）災害時の人権問題 

平成 23（2011）年 3月 11日に発生した東日本大震災は東北地方を中心とした

東日本に甚大な被害をもたらしました。現在も避難生活を余儀なくされている方々が

多くいます。 

また、近年では、毎年のように各地で大規模な自然災害が発生し、さらに、甚大な

被害が予想される南海トラフ地震が、今後 30 年間で 70～80％の発生確率で想定

されるなど、予断を許さない状況が続いています。 

災害時という非常事態のなかで、例えば、避難所においては女性、高齢者、外国人、

障がい者、性的マイノリティなど多様な方々が共同生活を営むこととなり、様々なハ

ラスメント、いわれのない差別、プライバシーの侵害など人権問題が容易に起こり得

る状況が考えられます。 
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こうした状況もある中、障がい者や高齢者などの要配慮者に配慮し、安否確認や避

難誘導を支援するなど、様々な場面において、きめ細かな対策を行うための体制整備

が求められています。 

 

（１６）その他の取り組むべき人権課題 

  取り組むべき人権課題としては、これら以外にも様々なものが存在しています。 

 

・アイヌの人々に対する理解が十分でないため、就職や結婚等において偏見や差別が

依然として存在しています。 

 

・「こころの病は特別な人がかかるもの」という古くからの慣習や風評などから生じ

る先入観や偏見のために、こころの病で通院や入院をしている人々が生きづらさや

生活のしづらさに苦しんでいるという実態があります。 

 

・住所、氏名、年齢などの個人情報が本人に無断で収集や提供がなされ、プライバシ

ーなどの個人の権利や利益が侵害される事例が発生しています。 

 

・人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であり、人道的観点か

らも迅速・的確な対応が求められています。 

 

・刑を終えて出所した人や家族に対する偏見や差別は根強く、定職に就くことや住居

を確保することが困難な状況にあります。このため、更生に向けた計画的な支援や

必要に応じた福祉的支援など、地域で暮らすための支援が必要な状況にあります。 

 

 ・生まれつきのあざ、事故・病気による傷ややけど、脱毛などの「見た目（外見）」の

症状がある人たちが学校でいじめられたり、就職や結婚で差別されたりするといっ

た問題があります。 

 

・何らかの理由から出生の届出をしないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない

方が存在しています。戸籍に記載されていないことによって、社会生活上、様々な

不利益を被るといった無戸籍者の問題があります。 

 

第３ 人権施策の基本方向 

大阪府人権尊重の社会づくり条例に示されている「人権施策」、すなわち、「人権意

識の高揚を図るための施策」及び「人権擁護に資する施策」について、それぞれの概

念、内容を明確にし、推進する必要があります。 

府民意識調査においても、「差別をなくすために、行政は努力する必要がある」と
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の考え方について、「どちらかと言えばそう思う」を含め、「そう思う」と答えた人の

割合は 83.7%となっており、5年前の調査に比べ 4.7ポイント増加しています。 

また、基本方針で掲げる 2 つの基本理念を踏まえて行うべき個別の人権にかかわ

る施策の多くは、それぞれの人権課題に応じて、まとまった行政領域として、それぞ

れ個別法や個別の諮問機関の答申等を踏まえて、実施されています。 

したがって、これらの課題に共通する人権意識の高揚を図るための施策を積極的に

推進するとともに、課題ごとの取り組み、とりわけ府民の自立や社会参加を促進する

ための施策や人権救済・保護のための制度や施策を充実・活用していくことを基本に、

人権問題についての実態の把握に努めながら、総合的な人権施策を構築していきます。 

 

1 人権意識の高揚を図るための施策 

府民一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、すべての人の人権を

尊重する態度や行動を身につけるための人権教育を行うとともに、府民の主体的な活

動を促進します。 

〔視 点〕 

・府民が主体的に社会生活を送るうえで、身につけておくべき基本的な社会ルールと

して、互いの尊厳と権利を尊重することの大切さを理解すること。 

・府民が、日本国憲法や人権関連諸条約上の人権の理念や内容を深く理解し、自らの

生活や活動の中で具体的にいかす態度や問題解決能力を身につけること。 

・異なる文化・価値観を持った人々との出会いや交流を通じ、豊かな人間関係を結ぶ

ことにより、偏見や無理解をなくし、多様性を認め合う価値観を身につけること。 

・人権意識の高揚を図るための施策は、府民一人ひとりの心のあり方に密接にかかわ

ることから、府民の自主的・自発的な取り組みを促すことを基本になされるべきで

あること。 

・地域社会やＮＰＯ等が、主体的に自己実現をめざす個人の活動の場となり、また、

それらの活動が人権意識の高揚に役立つこと。 

・府民が身につけた人権尊重の態度を、日常生活や職場等の活動の場において実践で

きること。 

〔施策の方向〕 

（1） 人権教育の推進 

人権教育は、家庭、学校、職場、地域など、あらゆる場や機会をとらえて、推進す

る必要があります。なかでも、人権問題を的確にとらえる感性や人権を重視する姿勢

をはぐくむことが重要です。 

したがって、幼少期から生命の尊さや人の人たる道（人間として基本的に守らなけ

ればならないルール）に気づかせ、豊かな情操や思いやりをはぐくみ、お互いを大切

にする態度と人格の育成をめざす人権基礎教育に、基本方針で掲げる 2 つの基本理

念を踏まえて取り組むことは、その後の成長に応じた人権教育を実効的なものとする
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うえで、大きな役割を果たすと考えられます。 

このため、人権啓発や同和教育の成果を発展させ、人権に関する学習の機会を、学

校、職場、地域などで一層充実させるとともに、従来の知識習得型の学習から、人権

に関する知識が態度や行動に結びつくような実践的な学習へと転換を図ります。 

さらに、人権が尊重される社会の実現に深くかかわる立場にある者が、常に人権尊

重の意識や態度をもって、職務の遂行に臨むことが重要であり、大阪府職員をはじめ

とする公務員や教職員、警察官、医療関係者、福祉関係者等に対する人権教育を充実

します。 

（２） 人権教育に取り組む指導者の養成 

府民が日頃から人権問題について考え、自主的・自発的にその解決に取り組むこと

が重要であることから、府民の身近なところで人権教育に取り組む指導者の養成や、

人権教育を効果的に推進するために重要な役割を果たす専門的な指導者の養成を図

ります。また、そのために、人権教育に関する諸機関との連携や支援に努めます。 

（３）府民の主体的な人権教育に関する活動の促進 

多様な文化や価値観を大切にしあう豊かな人権文化を創造するためには、府民の自

主的・主体的な取り組みを促すとともに、地域において様々な人々がふれあい、交流

する場を増やし、相互理解を促進することが重要です。このため、ＮＰＯや企業等に

よる人権教育や府民の交流・相互理解のための自主的・主体的な活動を促す環境を整

備します。 

（４）人権教育に関する情報収集・提供機能の充実 

人権教育は、大阪府のみならず、ＮＰＯ・企業・学校・市町村など様々な主体によ

り、対象者やニーズに応じて様々な機会を通じて実施されることにより、より効果を

高めるものです。このため、人権教育の各実施主体に対して、必要に応じて人権教育

についての知識・手法や講師・教材、あるいは活動事例等についての情報などが適切

に提供できるよう、人権教育に関する情報収集・提供機能の充実を図ります。 

2 人権擁護に資する施策 

  府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよう支援するととも

に、人権侵害を受け、または受けるおそれのある人に対して、関係機関と連携して、

救済・予防を促進・支援します。 

〔視 点〕 

・人権侵害につながる問題に直面した府民が、主体的な判断にもとづいて課題の解決

ができるよう、支援がなされること。 

・府民一人ひとりの自己実現のための主体的な取り組みが尊重され、促進されること。 

・人権にかかる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、解決方策について身近

に相談できること。 

・人権侵害を受け、または受けるおそれのある人が、迅速に適切な保護・救済を受け

ることができること。 
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・人権侵害を予防するための取り組みがなされること。 

〔施策の方向〕 

（１） 府民の主体的な判断・自己実現の支援 

府民が人権侵害を受けたり、人権侵害につながる問題に直面したりしたときに、解

決のための手だてを探し出し、助言や援助などの支援を受けながら主体的に判断して

解決していくことができるよう、各種の相談機関や公的支援制度、さらにはＮＰＯ等

が行っている援助活動など、人権擁護に関する様々な支援情報を効果的に提供します。 

また、府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよう支援する

ため、必要な支援情報の提供や、自らが問題の解決方策を見出して行動に移していく

ための施策を推進します。 

（２） 人権相談の充実 

人権侵害にかかわる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、府民が身近に解

決方策について相談できる窓口が必要です。 

  大阪府においては、個別施策ごとに府民の相談に対応していますが、あわせて、人

権全般についての総合的な受け皿機能を有する幅広い相談窓口において、事案に応じ

た適切な助言や情報提供を行っています。 

人権にかかわる相談には、複数の要因が複雑に絡み合っているものも少なくありま

せん。相談窓口では、これらの要因を解きほぐして整理し、解決のための手だてを本

人が主体的に選択できるよう、きめ細やかな対応が必要です。 

そのため、行政機関、公益法人、ＮＰＯ等、様々な相談機関とのネットワークの充

実を図るとともに、各相談機関の相談員等の資質の向上を図ります。 

（３）国の人権擁護機関との連携 

大阪府においては、自立生活を営むうえで援助を必要とする府民を支援するため、

様々な施策を実施することにより、府民の権利擁護や人権侵害の予防を図っています。

また、国においては、人権問題にかかわる紛争処理について、法務省の人権擁護機関

が人権侵犯事件の調査処理を行い、被害者の救済を図っています。 

救済すべき事案を適切に人権救済の手続きに乗せていくことができるよう、法務省

の人権擁護機関との連携を図り、より緊密な協力体制を構築します。 

 

第４ 推進にあたって 

以上に提示した、人権尊重の基本理念を基礎に据えた行政施策を展開するとともに、

前述の基本方向に沿った人権施策を着実に推進するため、具体的な推進計画を策定し、

適切な進捗管理を行います。      

また、国際的動向や国の方針の変化を踏まえ、取り組みを進めてまいります。 

さらに、社会情勢や価値観の変化に伴い、新たな人権問題が生起するものであり、

これに的確に対応するため、必要に応じて、基本方針の見直しを行うこととします。 
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1 庁内の推進体制 

  本基本方針に基づき、知事をトップとする人権施策の推進本部体制のもと、総合的

な見地から整合性のある施策を推進します。 

  人権局のコーディネート機能を一層強化し、現在、各部局に配置されている人権局

兼務・併任職員と一体となって、人権問題の実情を踏まえ、施策の企画・調整・点検

を行うとともに、人権施策の実施状況を毎年度、人権白書「施策編」としてとりまと

めるなど、効果的な施策の推進に努めます。 

  また、大阪府職員に対する人権研修の徹底を図り、各部局の業務の実態に応じた研

修の推進に努めます。 

 

 2 市町村との連携 

  府内市町村においては、地域の実情に応じて、それぞれに人権問題についての取り

組みが進められています。大阪府の人権施策を効果的に推進するためには、こうした

府民に最も身近な市町村が実施する諸施策との連携が不可欠であり、大阪府と市町村

との連携をより強化します。 

  また、市町村単位では実施が困難な事業で、かつ府域全体で取り組むことが望まし

い事業や、情報提供などにより市町村の施策を支援する事業などについては、大阪府

が積極的に推進します。 

 

3 企業、ＮＰＯ等との連携 

これまで、府内では企業やＮＰＯなどの諸団体が人権問題の解決のための様々な取

り組みを行ってきました。人権施策を効果的に推進していくため、これらの活動とよ

り一層連携を深め、協働関係の構築を図ります。 

 



 

人権企第１２９５号 

令和２年７月２０日 

 

 

 

大阪府人権施策推進審議会 会長 様 

 

   

                      大阪府知事  吉 村 洋 文 

 

 

 

諮   問   書 

 

 

 大阪府では、大阪府人権尊重の社会づくり条例（平成１０年大阪府条例第４２号。以

下「条例」という）及び大阪府人権施策推進基本方針（平成１３年策定）を基本に、全

ての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、人権施策を推進しているところ

です。 

 この間、社会情勢や価値観は大きく変化し、人権課題が複雑多様化しています。 

こうした動きに的確に対応するため、今般、人権施策の総合的な推進に必要な事項を

定めた大阪府人権施策推進基本方針を見直すことにしました。 

このため、条例第５条第２項の規定により、大阪府人権施策推進基本方針の変更につ

いて貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

公印 

資料１ 

（写し） 



 

「大阪府人権施策推進基本方針」変更案 

変更案 現行基本方針 

はじめに 

近年、大阪はビジネス、観光など、海外から多くの人々を惹きつけ

る都市として、大きく発展しています。また、2025 年には大阪・関

西万博が開催されます。この万博のテーマである「いのち輝く未来社

会のデザイン」は、SDGs（Sustainable Development Goals：持

続可能な開発目標）が達成された社会をめざすものであります。大阪

は万博開催都市として、SDGs の 17ゴールの達成をめざしています。 

一方で、近年の自然災害や感染症の発生に伴って人権が脅かされる

事態が生じており、また SNS などインターネット上の書込みに起因

する人権侵害は、社会的な問題となっています。 

こうした中、一人ひとりがかけがえのない存在として、それぞれの

自分らしさやお互いを認め合い、違いが大切にされる、人権を尊重す

る態度や精神に満ち溢れた文化を創造することが重要です。 

大阪府では、平成 10（1998）年 11 月に「大阪府人権尊重の社会

づくり条例」を施行し、平成 13（2001）年 3 月には同条例に基づ

き「大阪府人権施策推進基本方針」を策定して、すべての人の人権が

尊重される豊かな社会の実現をめざし、人権施策推進の枠組みを示し

つくり上げることを掲げ、人権施策の推進に努めてきました。 

「大阪府人権施策推進基本方針」の策定から 20 年が経過し、人権

をめぐる状況は大きく変化しました。平成 28（2016）年には、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対

する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部

落差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる人権 3法及び「大阪府障

害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行され、また、

令和元（2019）年には、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関す

る府民の理解の増進に関する条例」、「大阪府人種又は民族を理由とす

る不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」が施行されました。

さらに、令和 2（2020）年には、「人権問題に関する府民意識調査」

（以下「府民意識調査」という。）を実施しました。こうしたこの間の

動きを踏まえ、人権についての府民の意識、人権課題の現状、これか

 

資料２ 



 

変更案 現行基本方針 

らの取り組みの方向性などについて見直し、「大阪府人権施策推進基本

方針」の変更を行うこととしました。 

今後、この新しい基本方針に基づき、すべての人の人権が尊重され

る社会の実現をめざして、全庁をあげて人権施策の推進に取り組んで

まいります。 

第１ 基本理念 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」は、その前文で、「すべての

人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類

普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするとこ

ろである。かかる理念を社会において実現することは、私たちすべ

ての願いであり、また責務でもある。」「人権尊重の機運が国際的に

も高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私た

ち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権

が尊重される豊かな社会を実現することが、今こそ必要とされてい

る。」とうたっています。 

  こうした条例のめざす人権尊重の社会を実現するため、次の二つを

府政推進の基本理念として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求す

る権利です。すべての人は、人間として皆同じ人権を有しており、一

人ひとりがかけがえのない存在であるということを認識し、それぞ

れの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多様性を尊重する

ことが必要です。 

 すべての人が人権尊重の精神を身につけ、日常生活の中で実践す

るようになることで、人権文化が根付いた社会が生まれます。そし

２ 基本理念 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」は、その前文で、「すべての

人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類

普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするとこ

ろである。かかる理念を社会において実現することは、私たちすべ

ての願いであり、また責務でもある。」「人権尊重の機運が国際的に

も高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私た

ち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権

が尊重される豊かな社会を実現することが、今こそ必要とされてい

る。」とうたっています。  

こうした条例のめざす人権尊重の社会を実現するため、今後の府

政推進の基本理念として 

○一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社

会の実現 

○誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな

人権文化の創造 

を掲げます。 

 

 

 

人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求す

る権利です。すべての人は、人間として皆同じ人権を有しており、一

人ひとりがかけがえのない存在であるということを認識し、それぞ

れの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多様性を尊重する

ことが必要です。 

このため、一人ひとりが自分の権利のみならず他人の権利につい

ても深く理解するとともに、権利の行使に伴う責任を自覚し、人権

○ 一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される

差別のない社会の実現 

 

○ 誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることの

できる豊かな人権文化の創造 



 

変更案 現行基本方針 

て、そうした社会において、誰もが個性や能力をいかして自己実現

を図ることが可能となります。 

 社会の人権文化を豊かにするためには、二つのことが必要です。 

 ひとつは、性別、性的指向・性自認、障がいの有無、社会的出身、

あるいは人種や民族など、本人が選ぶことのできない事柄によって、

生き方の可能性が不当に制約される状況をなくしていくことです。 

 もうひとつは、すべての人が自分らしさを輝かせ、様々な異なり

をもった他者との出会いを通じて世界を広げ、社会参加を実現する

ことによって、個の主体性や多様性にもとづく新たな社会的活力を

創り出すことです。 

 今日まで、様々な人権分野で法整備が進められ、人権尊重のため

の社会の仕組みづくりが進んできました。 

 また、一方では新たな課題も生まれています。 

 とりわけ、インターネット上での匿名での書き込みにより差別が

助長され、プライバシーが侵害されるなど、インターネット上の人

権侵害が社会問題化しています。 

 一人ひとりが、自己の人権のみならず他人の人権も尊重する態度

を身につけることがますます重要となっています。 

 大阪府では、こうしたことを背景に、条例のめざす人権尊重の社

会をつくるために、前記の基本理念を踏まえ、以下の考え方に基づ

き、総合的な施策の推進に努めていきます。 

 すべての人が、それぞれの個性や価値観、生き方等の違いを認め

合い、多様性を尊重することの重要性を十分踏まえることを基本と

し、あらゆる行政分野において、一人ひとりが自分の権利のみなら

ず、他人の権利についても深く理解するとともに、権利の行使に伴

う責任を自覚し、人権を相互に尊重しあうことの重要性を認識して

施策を進めます。そして、施策を通じて人権の普遍性が府民や民間

事業者に理解されるよう努めるとともに、人権侵害の予防・救済な

ど、府民の人権の尊重を基礎に据えた取り組みを行い、差別のない

社会の実現に努めます。 

 さらに、豊かな人権文化の創造に向け、すべての人が情報や市民

活動の成果などを活用することのできる環境を整備するとともに、

を相互に尊重し合うことが重要です。 

 

現在、世界的に人権の尊重を共通の行動基準とし、人権が保障さ

れる国際社会をめざした取り組みが進められており、大阪が世界都

市として発展していくためにも、施策を通じて人権の普遍性が府民

に理解されるよう努めるとともに、人権侵害の予防・救済など、府民

の人権の尊重を基礎に据えた取り組みを行い、差別のない社会の実

現に努めることが重要です。 

 

人権という普遍的文化の創造とは、すべての人が人権尊重の精神

を当然のこととして身につけ、日常生活の中で実践することであり、

またそのような生き方を可能にする社会的な環境や条件を整備する

ことです。 

たとえば、障害者の人権問題に取り組む際に、障害者に対する偏

見など、意識のバリア（障壁）を取り除くとともに、物理的、制度的

なバリアをなくすために、道路等に段差のないまちづくりや障害者

の社会参加を推進するための制度を整備する必要があります。障害

者にとってバリアを感じさせないまちは、すべての人にとって住み

やすいまちとなり、社会の人権文化はそれだけ豊かになるのです。 

 

社会の人権文化を豊かにするためには、二つのことが必要です。

ひとつは、性別、障害の有無、社会的出身、あるいは人種や民族な

ど、本人が選ぶことのできない事柄によって、生き方の可能性が不

当に制約される状況をなくしていくことです。もうひとつは、すべ

ての人が自分らしさを輝かせ、さまざまな異なりをもった他者との

出会いを通じて世界を広げ、社会参加を実現することによって、個

の主体性や多様性にもとづく新たな社会的活力を創り出すことで

す。 

 

 

これまで、人権にかかわる施策は、施設などのいわゆるハコモノ

づくりと啓発活動などの取り組みを中心に展開されてきましたが、
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行政が府民による主体的取り組みとの有機的連携を図ることによっ

て、地域全体の人権文化を豊かなものとなるように取り組みます。 

今後はそればかりでなく、すべての人が情報や市民活動の成果など

を活用することのできる環境を整備するとともに、行政が府民によ

る主体的取り組みとの有機的連携を図ることによって、地域全体の

人権文化を豊かなものにしていくことが大切です。 

大阪には、進取の気風を尊び、民衆の力で地域文化を創造しよう

とする伝統がありますが、このような大阪の人権文化の歴史的、社

会的特徴を踏まえるとともに、これからは府民、地域団体をはじめ

とするＮＰＯ、企業、市町村などのさまざまな主体との協働により、

地域コミュニティづくりやまちづくりの観点から豊かな人権文化の

創造に取り組むことが重要です。 

 

従来、人権にかかわる施策は、個別課題ごとに推進され、それぞれ

に相当の成果が蓄積されてきましたが、それらが他の行政分野で十

分に活用されてこなかった面があります。このため、全体としての

取り組みに不均衡が生じたり、また、複数の要因が絡み合って発生

した複雑な人権問題に対し、ともすれば総合的な視点が欠落し、効

果的な対応がなされないといった状況も見られました。 

したがって、大阪府では、条例のめざす人権尊重の社会をつくる

ために、すべての行政分野において前記の基本理念を踏まえ、総合

的な施策の推進に努めていきます。 

 

第 2 大阪府における人権をめぐる状況 

 １ 国内外の人権尊重の潮流 

二十世紀の世界は、二度の大戦をはじめ数多くの戦争を経験して

きました。最大の人権侵害である戦争で、個人の権利は大きな犠牲

を強いられ、その傷が癒えることはありません。 

こうした経験を踏まえ、国際連合では、人権の尊重が平和を守る

ことと密接不可分の関係にあるという考えに基づいて、国家の枠組

みを越えた国際的な人権規範の整備に取り組んできました。 

昭和 23（1948）年に採択された世界人権宣言をはじめ、「あら

ゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（昭和 40（1965）

１ 大阪府における人権をめぐる状況 

(1)国内外の人権尊重の潮流 

国際連合において昭和 23（1948）年に採択された世界人権宣言

には、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳

と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられて

おり、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」とうた

われています。 

その後、国際連合では、この基本的精神を具体化する国際人権規

約や、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関
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年）、「国際人権規約」（昭和 41（1966）年）、「女子に対するあら

ゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（昭和 54（1979）年）、「児

童の権利に関する条約」（平成元（1989）年）などにより、国際的

な人権保障の枠組みの形成が進んでいます。 

また、SDGs の観点でも、平成 27（2015）年 9 月に国連サミ

ットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」に「人権を保護しジェンダー平等と女性・女児の能力強化を進め

ること」と記載されており、取り組むべき課題として、人権の視点が

明確に示されています。 

わが国においては、世界人権宣言に先立つ昭和 22（1947）年に

「基本的人権の尊重」を基本理念に掲げた日本国憲法が施行され、

それ以降、国際人権規約をはじめ人権関連条約の批准がなされてき

ました。また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」をはじ

め、国内で発生する様々な人権課題に対応するための個別の法整備

が進められてきました。 

する条約」などを通じて、国家の枠組みを越えた国際的な人権保障

の確立に努めてきました。それを一層促進させるものとして、平成

６（1994）年には第４９回国連総会において、平成７（1995）年

から平成 16（2004）年までを「人権教育のための国連１０年」と

する決議を採択し、総会の要請に基づいて、国連事務総長が「人権教

育のための国連１０年行動計画」を報告したところです。 

わが国においては、「基本的人権の尊重」を基本理念に掲げた日本

国憲法が制定されるとともに、国際人権規約をはじめ、前記の人権

関連条約が次々と批准されてきました。また、「人権教育のための国

連１０年」の国連決議を受け、国、地方自治体においても人権保障の

ための積極的な取り組みが進められています。さらに、平成９

（1997）年に施行された「人権擁護施策推進法」に基づき、人権擁

護推進審議会が設置され、人権擁護施策のあり方についての議論が

進められています。平成 11（1999）年７月には、「人権尊重の理

念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施

策の総合的な推進に関する基本的事項について」と題する答申が出

され、国、地方公共団体等が取り組むべき施策の方向性が示される

とともに、平成 12（2000）年 12 月には、「人権教育及び人権啓

発の推進に関する法律」が施行されました。 

２ 大阪府におけるこれまでの取り組み 

大阪府では、同和問題・在日外国人問題をはじめとする様々な人権

問題を重要な行政課題と位置づけ、他の自治体に先駆けて取り組んで

きました。 

平成 10（1998）年に制定した「大阪府人権尊重の社会づくり条

例」を土台として、大阪府の人権施策を進めるための枠組みをつくり、

すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざした取り組みを進

めています。 

庁内においては、人権局を中心とした横断的な庁内推進体制のもと

に、総合的な人権施策を行い、女性、子ども、高齢者、障がい者、同

和問題などの個々の課題については、それぞれの関係部局において施

策推進に取り組んでいます。 

(2)大阪府におけるこれまでの取り組み 

大阪は、古くから内外との交流を通じ、歴史と文化をはぐくみ、懐

の深い、開かれた都市として繁栄してきました。同時に、同和問題・

在日外国人問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する府民の

活発な取り組みが展開され、大阪府においても、大阪府同和行政基

本方針や大阪府同和行政推進プランを策定し、同和問題の解決に取

り組むなど、人権問題を重要な行政課題と位置づけ、他の自治体に

先駆けて取り組んできました。 

とりわけ、人権意識の高揚については、同和問題の解決へ向けた

啓発活動をはじめとして、さまざまな分野で差別意識の解消や府民

一人ひとりの人権意識の高揚をめざした啓発に取り組んできまし

た。現在では、「人権教育のための国連１０年大阪府行動計画」を策
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定し、「人権という普遍的文化」を構築するという目標を掲げ、府民

が人権問題について深く理解し、人権尊重の精神を身につけて、日

常生活や職場等で実践できるよう、人権教育の推進に努めています。 

また、平成 10（1998）年に「人権施策の総合的な企画調整及び

人権教育・啓発を推進する」ことを目的に、企画調整部に「人権室」

を創設するとともに、全部局に同室の兼務職員を置き、全庁あげて

人権問題に取り組む体制を整備しました。同年 10 月には、すべて

の人の人権が尊重される社会の実現をめざして、「大阪府人権尊重の

社会づくり条例」を制定しました。さらに、これらの動きと並行し

て、人権室を中心とした横断的な庁内推進体制のもとに、同和問題、

女性、障害者、高齢者、子ども、外国人など、個々の課題については、

それぞれの関係部局において施策推進に努めています。 

こうした同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けたこれま

での取り組みの理念と成果を、今後の人権施策の推進に役立てる必

要があります。 

３ 取り組むべき主要課題 

  人権尊重の社会をめざした取り組みが進められていますが、府内

には今なお取り組むべき人権課題が存在しています。 

 

 

 

 

（１）女性の人権 

人々の意識の中に長い時間をかけて形づくられてきた、性別に基

づく「固定的性別役割分担意識」は、男女共同参画社会の実現に向け

た大きな障害の一つとなっています。 

また、ドメスティック・バイオレンスの被害者は、多くの場合女性

であり、その背景には、「固定的性別役割分担意識」や男女間の経済

格差など、社会の構造的問題が関与していると言われています。加

えて、１０歳代、２０歳代の交際相手同士の間で起こる暴力である

「デートＤＶ」が問題となっています。 

(3)取り組むべき主要課題 

以上のように、大阪府においては、人権問題に対するさまざまな

取り組みを行ってきましたが、依然として、人権が侵害される事例

も多く生じており、その態様は私人間で発生する人権侵害のほか公

権力やマスメディアによるものもあります。このような中で、取り

組むべき主要な課題としては以下のようなものがあります。 

  

・女性に関する課題としては、社会制度や慣行の中には、固定的な性

別役割分担や女性に対する差別が再生産される仕組みが今なお存在

し、就労における差別や、夫・恋人からの暴力をはじめとする女性

に対する暴力なども存在しています。 
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 一方、これまでは仕事中心だった男性の中にも、家庭や地域で活

躍している人が増えています。仕事でも、家庭でも、地域でも、男女

ともに自分らしく暮らせる社会を実現していくことが必要です。 

 「男女共同参画社会基本法」、「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」、「大阪府男女共同参画推進条例」に基づき、男女が

ともに自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現に向けて、男女共

同参画の推進が求められています。 

 また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律」に基づき、配偶者等からの暴力を許さない社会づくりが求めら

れています。 

（２）子どもの人権 

社会構造やライフスタイルの変化、また、様々な家族形態がある

など子どもを取り巻く状況が大きく変化している中、家庭における

児童虐待、学校や施設における体罰、暴力行為やいじめ、不登校の問

題、また、児童買春・児童ポルノをはじめとする性犯罪や薬物乱用な

ど、子どもの人権を巡る問題が深刻化しています。さらに、貧困や自

殺等の問題も憂慮すべき状況にあります。 

  「児童虐待の防止等に関する法律」、「いじめ防止対策推進法」、「子

どもの貧困対策の推進に関する法律」、また、「大阪府子どもを虐待

から守る条例」、「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」などを踏ま

え、すべての子どもが社会全体で見守られながら、健やかに成長す

ることができる社会づくりを進めていくことが求められています。 

・子どもに関する課題としては、学校での教師による体罰や生徒間で

の言葉や暴力による「いじめ」問題が依然、深刻な状況にあります。

また、不登校の生徒数はここ数年、著しく増加しています。家庭に

おける児童虐待の深刻化や、施設における児童虐待の存在などの問

題もあり、虐待による子どもの死亡事例も少なくありません。また、

さまざまな要因から非行に走る子どもたちも一向に減少していませ

ん。 

 

（３）高齢者の人権 

高齢化が急速に進む中、養護者等による介護・世話の放棄・放任や

暴力的な行為を受けたりする等の高齢者虐待が大きな課題となって

います。 

また、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者、障がいなどを有する

高齢者の中には、日常生活において財産や金銭を詐取されるといっ

た権利侵害の事例も見られます。 

「高齢者虐待防止法」や「介護保険法」などを踏まえ、高齢者虐待

・高齢者に関する課題としては、高齢化が急速に進む中、一人暮らし

の高齢者や痴呆性高齢者、障害や疾病を有する高齢者を中心に、日

常生活において財産や金銭を詐取されたり、暴力やいじめにあうと

いった問題があります。 
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の防止や権利擁護の取り組みを進め、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で暮らし続けることができる地域包括ケアシステムの実現を

目指し、主体性をもって生活することができるよう、みんなで支え

あう地域づくり、社会づくりが求められています。 

（４）障がい者の人権 

障がい及び障がいのある人に対する理解と認識の不足から、車い

すを使用していることを理由に入店を拒否したり、障がいがあるこ

とを理由に契約を拒否したりといった不当な差別や、障がい者福祉

施設等や雇用の場面においての虐待のほか、様々な問題の発生につ

ながることがあります。 

平成 24（2012）年に、障がい者の権利利益の擁護に資すること

を目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行され、平成 28（2016）

年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）」が施行されました。 

これらの法律や「大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する条例（大阪府障がい者差別解消条例）」などを踏まえ、すべて

の府民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個

性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別解

消や虐待防止に向けた取り組みと併せて、障がい及び障がいのある

人に対する府民の理解を深める取り組みが求められています。 

・障害者に関する課題としては、施設や病院等における不当な処遇な

ど人権侵害にかかわる事例の発生のほか、障害及び障害者に対する

理解と認識の不足から、就労における差別や入居拒否などの問題が

依然として存在しています。 

 また、社会福祉施設等の設置に際し、いわゆる施設コンフリクトが

発生するなどの問題も存在します。 

（５）同和問題 

令和２（2020）年６月に国が公表した「部落差別の実態に係る調査

結果報告書」においては、部落差別についての正しい理解が進む一方で、

心理面における偏見、差別意識が依然として残っていることや、インタ

ーネット上での不特定者に対する誹謗（ひぼう）中傷が一定数見られる

ことなどが報告されています。また、府民意識調査においては、同和問

題に関する人権侵害として、インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷に

対する認知度が最も高いことなどが報告されています。 

同和問題の解決に向けては、昭和 60（1985）年 10 月に施行され

た「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」に基づき、

差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する調査の規制

・同和問題については、依然として、教育や就労の面をはじめとした

課題が残されており、また、結婚問題を中心とした差別意識が根強

く残るなどの状況にあります。さらに、平成 12（2000）年に総合

的な実態調査を実施したところであり、その結果を踏まえる必要が

あります。また、近年においても、調査業者が「大阪府部落差別事象

に係る調査等の規制等に関する条例」に違反し、部落差別調査を行

っていたことが明らかになっています。 
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等を行うとともに、平成 28（2016）年 12 月に施行された「部落差

別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえながら、相談体制の充実

や教育・啓発等の取り組みを推進していく必要があります。また、イン

ターネット上での差別の助長・誘発といった課題への対応も求められて

います。 

 

（６）外国人の人権 

外国人に関する課題としては、国際化が急速に進む一方で、言語、

習慣、価値観等の相互理解が不十分であることなどから、就労におけ

る差別や入居差別などの問題があります。また、大阪府には、歴史的

経緯から韓国・朝鮮人が多く居住していますが、在日韓国・朝鮮人の

中には、差別を回避するため、その意に反して本名ではなく日本名

（通名）で生活せざるをえない人もいるといった問題も存在してい

ます。近年では、特定の人種や民族の人々を排斥する差別的言動、い

わゆるヘイトスピーチが社会的な問題になっています。 

平成 28（2016）年 6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行され、大阪府に

おいても、令和元（2019）年 11月に「大阪府人種又は民族を理由

とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」を施行しまし

た。 

また、平成 30（2018）年 12月に「出入国管理及び難民認定法」

が改正され、外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取り組み

とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が進められ

ています。 

今後も外国人の居住の増加が見込まれる中、互いの文化的な違い

を認め合い、多様性を受け入れ、ともに生きていく社会を築いていく

必要があります。  

・外国人に関する課題としては、国際化が急速に進む一方で、言語、習

慣、価値観等の相互理解が不十分であることなどから、就労における

差別や入居差別などの問題があります。大阪府には、歴史的経緯から

韓国・朝鮮人が多く居住していますが、在日韓国・朝鮮人の中には、

差別を回避するため、その意に反して本名ではなく日本名（通名）で

生活せざるをえない人もいるといった問題も存在しています。 

（７）感染症に関する人権問題 

感染症に関する誤った知識や偏見等により、感染に伴う様々な差

別や人権侵害が起きています。 

ＨＩＶ陽性者に対しては、日常生活での接触で感染することがな

いにも関わらず、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権

・・ＨＩＶ感染者等に関する課題としては、ＨＩＶは感染力が弱く、感染

経路も限られていることから、正しい予防知識を身につけていれば

日常生活で感染することはないにもかかわらず、依然として偏見や

差別が存在しています。     
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侵害が起きています。 

また、ハンセン病については、感染することが極めてまれであるに

もかかわらず、法に基づき患者を強制的に療養所へ送り込む、いわゆ

る「無らい県運動」が戦前、戦後に展開され、患者だけでなくその家

族も、偏見や差別を受けました。平成 8（1996）年に「らい予防法」

は廃止されましたが、未だに根強く偏見や差別が残っています。 

  さらに、新型コロナウイルス感染症に関しては、未知のウイルス

に対する恐れや無理解等から、感染された方に対してだけでなく、

医療、介護、物流など生活の維持に欠かせない業務の従事者やその

家族等への誹謗（ひぼう）中傷や差別的行為が発生しました。今後、

未知の新興感染症が流行した際に、同様の差別的行為等が発生する

おそれがあります。 

  これらに対しては、感染症に関する正しい知識の普及啓発により

偏見や差別意識を解消し、誰もが安心して生活できる環境づくりが

求められています。 

（８）犯罪被害者等の人権 

  犯罪はそれ自体が人権を無視した行為です。 

  不幸にして犯罪による被害を受けたとき、本人やその家族又は遺

族は、心身を傷つけられ、それまでの平穏な日常生活を損なわれた

うえ、時には無理解や偏見に基づく誹謗（ひぼう）中傷等により名

誉さえも毀損されるなど、十分な支援を受けられないまま社会で孤

立してしまうことが少なくありません。 

  また、犯罪被害に遭ったことのない者にとって、自身や家族等が

犯罪被害者になったときのことは想像し難いことから、その支援に

ついての社会的関心は決して高いと言えず、犯罪被害者等が置かれ

ている状況への理解も十分とは言えません。 

  このため、大阪府では、平成 16（2004）年に制定された犯罪被

害者等基本法の理念に基づく「大阪府犯罪被害者等支援のための取

組指針」を、平成 18（2006）年 12 月に全国に先駆けて策定し、

様々な支援施策を総合的・体系的に推進してきました。 

さらに、平成 31（2019）年 4月に施行した「大阪府犯罪被害者

等支援条例」において、被害者支援の基本理念や各主体の責務をよ

・犯罪被害者やその家族は、犯罪行為によって受ける直接的な被害だ

けでなく、その後の捜査や裁判の過程での精神的負担や時間的・経

済的負担、さらには、マスコミの取材・報道によるプライバシー侵

害など、いわゆる二次被害を受けており、犯罪被害者の人権をめぐ

る問題も社会問題化しています。 
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り明確にするとともに、府民理解の増進や関係機関と一体となった

総合的な支援体制を構築していくこととしています。 

    犯罪によって受けた被害からの回復は、犯罪被害者やその家族が

有する当然の権利です。こうした取り組みを通じ、「犯罪被害者等に

関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう、だれもが安心して

暮らすことができる大阪」をめざして、犯罪被害者等の個人として

の尊厳が重んぜられ、その権利が尊重される社会づくりが求められ

ています。 

（９）インターネット上の人権侵害 

  インターネットは、手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも

容易に情報を発信できるメディアとして、必要不可欠なインフラと

なっています。 

  一方、課題として、匿名性を悪用した特定の個人や団体、不特定

多数の人への誹謗（ひぼう）中傷、ヘイトスピーチや同和問題に関

して差別を助長・誘発する行為、個人情報の暴露などのプライバシ

ーを侵害する行為など人権に関わる問題が多数発生し、社会問題化

しています。    

 また、府民意識調査においても、「差別を助長するような情報が掲

載されること」が、「どちらかと言えば」を含め、あると思うと答え

た人が 86.4％となっており、インターネット上の人権侵害が深刻で

あることがうかがえます。 

こうしたインターネット上の人権侵害情報は、瞬時に世界中に拡

散し、しかも、後から削除することが極めて困難であることから、被

害者は将来にわたり長く苦しむこととなります。被害者の救済のた

めには、憲法が保障する表現の自由等を考慮しつつ、法整備を含め

たより実効性のある全国一律の制度の構築や表現の場を提供するプ

ラットフォーム事業者等の自主的な取り組みの強化が求められま

す。 

   あわせて、インターネットを利用する一人ひとりが人権意識を高

め、情報の収集や発信における責任やモラルについて正しく理解で

・情報化社会の進展が、私たちの生活に多くの利便と豊かさをもたら

す一方で、さまざまな問題も発生しています。 

 まず、個人情報をめぐる課題としては、情報管理上の不備等による

個人情報の大量流出が深刻化するとともに、インターネット上で特

定個人を誹謗中傷するといった名誉毀損や私生活に関する事柄を暴

露されるといったプライバシー侵害にかかわる問題が発生していま

す。 

また、同和地区住民や外国人等に対するインターネットを悪用した

差別表現の流布などといった問題も発生しています。 
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きるように、さらなる啓発に努めるとともに、被害者への支援を図

るため、相談体制の充実などの取り組みが求められています。 

（１０）北朝鮮による拉致問題 

  北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、我が国

の主権及び国民の生命と安全にかかわる重大な問題です。 

こうした認識の下、拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局によ 

 る人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題と

される中、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

に関する法律」が、平成 18（2006）年 6月に施行されました。     

この法律に基づき、国や関係機関と連携を密にしながら、拉致問題

に対する府民の関心と認識を深めていくことが必要です。 

  なお、拉致問題は北朝鮮という国家による犯罪であり、在日韓国・

朝鮮人や北朝鮮の一般の国民には何の責任もありません。取り組み

を進めるにあたっては、外国人の人権への配慮が必要です。 

 

（１１）性的マイノリティの人権問題 

性的マイノリティに関する課題としては、「出生時に割り当てられ

た性」と「自認する性」が一致している人や「性的指向」が異性に

向いている人が多数派とされる中、そうではない人に対する差別や

偏見が存在しており、性的マイノリティの人権問題に関する社会の

理解はまだ十分に進んでいません。 

府民意識調査では、74.9%の人が、どちらかと言えばあると思う

を含め、性的マイノリティへの理解や認識が不足していると思うと

答えています。 

性的指向については、性的指向を理由とする差別的な取扱いは不

当であるとの認識が広がっていますが、いまだ、同性愛等に対して

根強い偏見や差別があり、苦しんでいる人々がいます。 

  性自認については、出生時に割り当てられた性と自認する性との
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違和感に悩みながら、社会の中で偏見を受け、社会生活上、支障を

きたしたり、職場や学校等で嫌がらせやいじめ、差別を受け、苦し

んだりしている人々がいます。 

令和元（2019）年 10 月に施行した「大阪府性的指向及び性自

認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例（大阪府性の多

様性理解増進条例）」の趣旨を踏まえ、性の多様性についての理解を

深め、偏見や差別意識がなくなるよう、引き続き、啓発や当事者が抱

える様々な課題に対する取り組みを進めていくことが求められてい

ます。 

（１２）職業や雇用をめぐる人権問題 

  職業や雇用をめぐる人権問題としては、就労形態や職種、職業に

関する偏見や差別、本人の適性・能力に基づかない不合理な採用選

考、賃金や昇進等における男女の不均等な待遇、職場におけるセク

シュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休

業等に関するハラスメントのほか、非正規労働者の待遇改善や長時

間労働の問題等があります。 

   「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（男女雇用機会均等法）」においては、労働者が性別や妊娠・

出産により差別されることを禁止するとともに、職場におけるセク

シュアルハラスメント対策の措置を事業主に義務付けています。 

  「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（育児介護休業法）」においては、労働者が育児休業・介

護休業等の制度を利用したことに関する事業主による不利益な取扱

いを禁止しています。 

  「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する

法律（パートタイム・有期雇用労働法）」においては、通常の労働者

と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者の待遇を差別的に取り

扱うことの禁止等を定めています。   

  また、「労働施策総合推進法」の改正により、パワーハラスメント

対策が法制化され、パワーハラスメント防止のために雇用管理上必

・労働に関する課題については、就労におけるさまざまな差別、職業

や就労形態による差別のほか、職場におけるセクシュアル・ハラス

メントなどの問題があります。 
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要な措置を講じることが事業主の義務となりました。 

社会・経済情勢の変化に伴い、働き方も多様化する中、一人ひとり

の仕事の役割を理解し、仕事に優劣のないことを認識し、社会を支

える構成員としてお互いを認め合い支え合える社会を築くための取

り組みが求められています。 

（１３）生活困窮（貧困）をめぐる人権課題 

近年、我が国の経済は緩やかな回復基調を続けていたにもかかわ

らず、大阪府では、生活保護率の水準や非正規雇用者の割合が全国平

均より高い状況にあるなど、厳しい社会・経済状況に置かれていまし

た。加えて、新型コロナウイルスが世界中にまん延したことに伴い、

我が国の経済は停滞した状況を見せ始めています。今後予測される

生活困窮（貧困）の広がりは、一般的に自殺者の増加等に深い関連性

があるという指摘がなされており、また、子育て世帯の生活困窮（貧

困）は、そのまま子どもの貧困へとつながり、未来を担う若者層を蝕

む深刻な人権課題となる懸念があります。 

こうした懸念を払拭するため、国においては、経済活動の活性化と

雇用の維持を図るための取り組みが強化されているところですが、

地方公共団体においても、平成 30（2018）年に改正・施行された

「生活困窮者自立支援法」の基本理念（「生活困窮者の尊厳の保持」、

「地域社会からの孤立等生活困窮者の状況に応じた包括的・早期的

な支援」、「地域における関係機関等との連携等支援体制の整備」）や、

「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備を求める

「社会福祉法」の趣旨に基づき、CSW（コミュニティソーシャルワ

ーカー）や隣保館等の既存の相談事業などと密接に連携するととも

に、地域における社会資源を有効に活用したセーフティネットの整

備に努めていく必要があります。 

  

（１４）ホームレスの人権問題 

ホームレスは、厳しい夏の暑さや冬の寒さに耐えながら生活して

います。ときには投石行為等の嫌がらせを受ける等、絶えず劣悪な

環境での生活を余儀なくされています。また、民間賃貸住宅を借り

る場合や就職面接等において、ホームレスというだけで契約や採用
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に至らない場合もあります。 

路上（野宿）生活に至る原因は、人によって様々です。日雇労働に

長年就いてきた人たちの高齢化や会社の倒産等による失業者の増加

や仕事量の減少など、経済的な原因によるものが多数を占めますが、

健康上の問題、家庭内の問題や借金の問題など、複数の原因が複雑に

からみ合っているケースも少なくありません。 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、自立

の意思のあるホームレスに対して安定した住居と就労機会の提供・

確保や生活相談の実施等、自立につながる総合的な施策の実施が求

められています。 

（１５）災害時の人権問題 

平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は東北

地方を中心とした東日本に甚大な被害をもたらしました。現在も避

難生活を余儀なくされている方々が多くいます。 

また、近年では、毎年のように各地で大規模な自然災害が発生し、

さらに、甚大な被害が予想される南海トラフ地震が、今後 30 年間

で 70～80％の発生確率で想定されるなど、予断を許さない状況が

続いています。 

災害時という非常事態のなかで、例えば、避難所においては女性、

高齢者、外国人、障がい者、性的マイノリティなど多様な方々が共同

生活を営むこととなり、様々なハラスメント、いわれのない差別、プ

ライバシーの侵害など人権問題が容易に起こり得る状況が考えられ

ます。 

こうした状況もある中、障がい者や高齢者などの要配慮者に配慮

し、安否確認や避難誘導を支援するなど、様々な場面において、きめ

細かな対策を行うための体制整備が求められています。 

 

（１６）その他の取り組むべき人権課題 

 取り組むべき人権課題としては、これら以外にも様々なものが存

在しています。 

 

 

その他にも、野宿生活者、性的マイノリティとされる人々、アイヌ

の人々、刑期を終えて出所した人などにかかわるさまざまな人権問題

が存在しています。また、遺伝子工学の急激な進展に伴う新たな人権

問題の発生も懸念されます。 
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・アイヌの人々に対する理解が十分でないため、就職や結婚等に

おいて偏見や差別が依然として存在しています。 

 

・「こころの病は特別な人がかかるもの」という古くからの慣習や

風評などから生じる先入観や偏見のために、こころの病で通院

や入院をしている人々が生きづらさや生活のしづらさに苦しん

でいるという実態があります。 

 

・住所、氏名、年齢などの個人情報が本人に無断で収集や提供がな

され、プライバシーなどの個人の権利や利益が侵害される事例

が発生しています。 

 

・人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であ

り、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。 

 

・刑を終えて出所した人や家族に対する偏見や差別は根強く、定

職に就くことや住居を確保することが困難な状況にあります。

このため、更生に向けた計画的な支援や必要に応じた福祉的支

援など、地域で暮らすための支援が必要な状況にあります。 

 

・生まれつきのあざ、事故・病気による傷ややけど、脱毛などの

「見た目（外見）」の症状がある人たちが学校でいじめられたり、

就職や結婚で差別されたりするといった問題があります。 

 

・何らかの理由から出生の届出をしないために、戸籍がないまま

暮らさざるを得ない方が存在しています。戸籍に記載されてい

ないことによって、社会生活上、様々な不利益を被るといった無

戸籍者の問題があります。 

 

 



 

変更案 現行基本方針 

第３ 人権施策の基本方向 

大阪府人権尊重の社会づくり条例に示されている「人権施策」、す

なわち、「人権意識の高揚を図るための施策」及び「人権擁護に資す

る施策」について、それぞれの概念、内容を明確にし、推進する必要

があります。 

府民意識調査においても、「差別をなくすために、行政は努力する

必要がある」との考え方について、「どちらかと言えばそう思う」を

含め、「そう思う」と答えた人の割合は 83.7%となっており、5 年

前の調査に比べ 4.7ポイント増加しています。 

また、基本方針で掲げる 2 つの基本理念を踏まえて行うべき個別

の人権にかかわる施策の多くは、それぞれの人権課題に応じて、まと

まった行政領域として、それぞれ個別法や個別の諮問機関の答申等

を踏まえて、実施されています。 

したがって、これらの課題に共通する人権意識の高揚を図るため

の施策を積極的に推進するとともに、課題ごとの取り組み、とりわ

け府民の自立や社会参加を促進するための施策や人権救済・保護の

ための制度や施策を充実・活用していくことを基本に、人権問題に

ついての実態の把握に努めながら、総合的な人権施策を構築してい

きます。 

３ 人権施策の基本方向 

大阪府人権尊重の社会づくり条例に示されている「人権施策」、す

なわち、「人権意識の高揚を図るための施策」及び「人権擁護に資す

る施策」について、それぞれの概念、内容を明確にし、推進する必要

があります。 

 

 

 

 

前述した「基本理念」を踏まえて行うべき個別の人権にかかわる

施策の多くは、それぞれの人権課題に応じて、まとまった行政領域

として、それぞれ個別法や個別の諮問機関の答申等を踏まえて、実

施されています。 

したがって、これらの課題に共通する人権意識の高揚を図るため

の施策を積極的に推進するとともに、各課題ごとの取り組み、とり

わけ府民の自立や社会参加を促進するための施策や人権救済・保護

のための制度や施策を充実・活用していくことを基本に、人権問題

についての実態の把握に努めながら、総合的な人権施策を構築して

いきます。 

1 人権意識の高揚を図るための施策 

府民一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、す

べての人の人権を尊重する態度や行動を身につけるための人権教

育を行うとともに、府民の主体的な活動を促進します。 

〔視 点〕 

・府民が主体的に社会生活を送るうえで、身につけておくべき基本的

な社会ルールとして、互いの尊厳と権利を尊重することの大切さを

理解すること。 

・府民が、日本国憲法や人権関連諸条約上の人権の理念や内容を深く

理解し、自らの生活や活動の中で具体的にいかす態度や問題解決能

力を身につけること。 

・異なる文化・価値観を持った人々との出会いや交流を通じ、豊かな

人間関係を結ぶことにより、偏見や無理解をなくし、多様性を認め

(1)人権意識の高揚を図るための施策 

府民一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、す

べての人の人権を尊重する態度や行動を身につけるための人権教

育を行うとともに、府民の主体的な活動を促進します。 

〔視 点〕 

・府民が主体的に社会生活を送るうえで、身につけておくべき基本的

な社会ルールとして、互いの尊厳と権利を尊重することの大切さを

理解すること。 

・府民が、日本国憲法や人権関連諸条約上の人権の理念や内容を深く

理解し、自らの生活や活動の中で具体的にいかす態度や問題解決能

力を身につけること。 

・異なる文化・価値観を持った人々との出会いや交流を通じ、豊かな

人間関係を結ぶことにより、偏見や無理解をなくし、多様性を認め
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合う価値観を身につけること。 

・人権意識の高揚を図るための施策は、府民一人ひとりの心のあり方

に密接にかかわることから、府民の自主的・自発的な取り組みを促

すことを基本になされるべきであること。 

・地域社会やＮＰＯ等が、主体的に自己実現をめざす個人の活動の場

となり、また、それらの活動が人権意識の高揚に役立つこと。 

・府民が身につけた人権尊重の態度を、日常生活や職場等の活動の場

において実践できること。 

〔施策の方向〕 

（1） 人権教育の推進 

人権教育は、家庭、学校、職場、地域など、あらゆる場や機会をと

らえて、推進する必要があります。なかでも、人権問題を的確にとら

える感性や人権を重視する姿勢をはぐくむことが重要です。 

したがって、幼少期から生命の尊さや人の人たる道（人間として

基本的に守らなければならないルール）に気づかせ、豊かな情操や

思いやりをはぐくみ、お互いを大切にする態度と人格の育成をめざ

す人権基礎教育に、基本方針で掲げる 2 つの基本理念を踏まえて取

り組むことは、その後の成長に応じた人権教育を実効的なものとす

るうえで、大きな役割を果たすと考えられます。 

このため、人権啓発や同和教育の成果を発展させ、人権に関する

学習の機会を、学校、職場、地域などで一層充実させるとともに、従

来の知識習得型の学習から、人権に関する知識が態度や行動に結び

つくような実践的な学習へと転換を図ります。 

さらに、人権が尊重される社会の実現に深くかかわる立場にある

者が、常に人権尊重の意識や態度をもって、職務の遂行に臨むこと

が重要であり、大阪府職員をはじめとする公務員や教職員、警察官、

医療関係者、福祉関係者等に対する人権教育を充実します。 

（２） 人権教育に取り組む指導者の養成 

府民が日頃から人権問題について考え、自主的・自発的にその解

決に取り組むことが重要であることから、府民の身近なところで人

権教育に取り組む指導者の養成や、人権教育を効果的に推進するた

めに重要な役割を果たす専門的な指導者の養成を図ります。また、

合う価値観を身につけること。 

・人権意識の高揚を図るための施策は、府民一人ひとりの心のあり方

に密接にかかわることから、府民の自主的・自発的な取り組みを促

すことを基本になされるべきであること。 

・地域社会やＮＰＯ等が、主体的に自己実現をめざす個人の活動の場

となり、また、それらの活動が人権意識の高揚に役立つこと。 

・府民が身につけた人権尊重の態度を、日常生活や職場等の活動の場

において実践できること。 

〔施策の方向〕 

①人権教育の推進 

人権教育は、家庭、学校、職場、地域など、あらゆる場や機会を

とらえて、推進する必要があります。なかでも、人権問題を的確にと

らえる感性や人権を重視する姿勢をはぐくむことが重要です。 

したがって、幼少期から生命の尊さや人の人たる道（人間として

基本的に守らなければならないルール）に気づかせ、豊かな情操や

思いやりをはぐくみ、お互いを大切にする態度と人格の育成をめざ

す人権基礎教育に取り組むことは、その後の成長に応じた人権教育

を実効的なものとするうえで、大きな役割を果たすと考えられます。 

 

このため、人権啓発や同和教育の成果を発展させ、人権に関する

学習の機会を、学校、職場、地域などで一層充実させるとともに、従

来の知識習得型の学習から、人権に関する知識が態度や行動に結び

つくような実践的な学習へと転換を図ります。 

さらに、人権が尊重される社会の実現に深くかかわる立場にある

者が、常に人権尊重の意識や態度をもって、職務の遂行に臨むこと

が重要であり、大阪府職員をはじめとする公務員や教職員、警察官、

医療関係者、福祉関係者等に対する人権教育を充実します。 

②人権教育に取り組む指導者の養成 

府民が日頃から人権問題について考え、自主的・自発的にその解

決に取り組むことが重要であることから、府民の身近なところで人

権教育に取り組む指導者の養成や、人権教育を効果的に推進するた

めに重要な役割を果たす専門的な指導者の養成を図ります。また、
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そのために、人権教育に関する諸機関との連携や支援に努めます。 

（３）府民の主体的な人権教育に関する活動の促進 

多様な文化や価値観を大切にしあう豊かな人権文化を創造するた

めには、府民の自主的・主体的な取り組みを促すとともに、地域にお

いて様々な人々がふれあい、交流する場を増やし、相互理解を促進

することが重要です。このため、ＮＰＯや企業等による人権教育や

府民の交流・相互理解のための自主的・主体的な活動を促す環境を

整備します。 

（４）人権教育に関する情報収集・提供機能の充実 

人権教育は、大阪府のみならず、ＮＰＯ・企業・学校・市町村など

様々な主体により、対象者やニーズに応じて様々な機会を通じて実

施されることにより、より効果を高めるものです。このため、人権教

育の各実施主体に対して、必要に応じて人権教育についての知識・

手法や講師・教材、あるいは活動事例等についての情報などが適切

に提供できるよう、人権教育に関する情報収集・提供機能の充実を

図ります。 

そのために、人権教育に関する諸機関との連携や支援に努めます。 

③府民の主体的な人権教育に関する活動の促進 

多様な文化や価値観を大切にしあう豊かな人権文化を創造するた

めには、府民の自主的・主体的な取り組みを促すとともに、地域にお

いてさまざまな人々がふれあい、交流する場を増やし、相互理解を

促進することが重要です。このため、ＮＰＯや企業等による人権教

育や府民の交流・相互理解のための自主的・主体的な活動を促す環

境を整備します。 

④人権教育に関する情報収集・提供機能の充実 

人権教育は、大阪府のみならず、ＮＰＯ・企業・学校・市町村など

さまざまな主体により、対象者やニーズに応じてさまざまな機会を

通じて実施されることにより、より効果を高めるものです。このた

め、人権教育の各実施主体に対して、必要に応じて人権教育につい

ての知識・手法や講師・教材、あるいは活動事例等についての情報な

どが適切に提供できるよう、人権教育に関する情報収集・提供機能

の充実を図ります。 

 

2 人権擁護に資する施策 

  府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよ

う支援するとともに、人権侵害を受け、または受けるおそれのある

人に対して、関係機関と連携して、救済・予防を促進・支援します。 

〔視 点〕 

・人権侵害につながる問題に直面した府民が、主体的な判断にもとづ

いて課題の解決ができるよう、支援がなされること。 

・府民一人ひとりの自己実現のための主体的な取り組みが尊重され、

促進されること。 

・人権にかかる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、解決方

策について身近に相談できること。 

・人権侵害を受け、または受けるおそれのある人が、迅速に適切な保

護・救済を受けることができること。 

・人権侵害を予防するための取り組みがなされること。 

〔施策の方向〕 

(2)人権擁護に資する施策 

府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよ

う支援するとともに、人権侵害を受け、または受けるおそれのある

人に対して、関係機関と連携して、救済・予防を促進・支援します。 

〔視 点〕 

・人権侵害につながる問題に直面した府民が、主体的な判断にもとづ

いて課題の解決ができるよう、支援がなされること。 

・府民一人ひとりの自己実現のための主体的な取り組みが尊重され、

促進されること。 

・人権にかかる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、解決方

策について身近に相談できること。 

・人権侵害を受け、または受けるおそれのある人が、迅速に適切な保

護・救済を受けることができること。 

・人権侵害を予防するための取り組みがなされること。 

〔施策の方向〕 
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（１） 府民の主体的な判断・自己実現の支援 

府民が人権侵害を受けたり、人権侵害につながる問題に直面した

りしたときに、解決のための手だてを探し出し、助言や援助などの

支援を受けながら主体的に判断して解決していくことができるよ

う、各種の相談機関や公的支援制度、さらにはＮＰＯ等が行ってい

る援助活動など、人権擁護に関する様々な支援情報を効果的に提供

します。 

また、府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることがで

きるよう支援するため、必要な支援情報の提供や、自らが問題の解

決方策を見出して行動に移していくための施策を推進します。 

（２） 人権相談の充実 

人権侵害にかかわる問題が生じた場合に、一人で悩むのではな

く、府民が身近に解決方策について相談できる窓口が必要です。 

大阪府においては、個別施策ごとに府民の相談に対応しています

が、あわせて、人権全般についての総合的な受け皿機能を有する幅

広い相談窓口において、事案に応じた適切な助言や情報提供を行っ

ています。 

人権にかかわる相談には、複数の要因が複雑に絡み合っているも

のも少なくありません。相談窓口では、これらの要因を解きほぐし

て整理し、解決のための手だてを本人が主体的に選択できるよう、

きめ細やかな対応が必要です。 

そのため、行政機関、公益法人、ＮＰＯ等、様々な相談機関とのネ

ットワークの充実を図るとともに、各相談機関の相談員等の資質の

向上を図ります。 

（３）国の人権擁護機関との連携 

大阪府においては、自立生活を営むうえで援助を必要とする府民

を支援するため、様々な施策を実施することにより、府民の権利擁

護や人権侵害の予防を図っています。また、国においては、人権問

題にかかわる紛争処理について、法務省の人権擁護機関が人権侵犯

事件の調査処理を行い、被害者の救済を図っています。 

救済すべき事案を適切に人権救済の手続きに乗せていくことが

できるよう、法務省の人権擁護機関との連携を図り、より緊密な協

①府民の主体的な判断・自己実現の支援 

府民が人権侵害を受けたり、人権侵害につながる問題に直面した

ときに、解決のための手だてを探し出し、助言や援助などの支援を

受けながら主体的に判断して解決していくことができるよう、各種

の相談機関や公的支援制度、さらにはＮＰＯ等が行っている援助活

動など、人権擁護に関するさまざまな支援情報を効果的に提供しま

す。 

さらに、府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることが

できるよう支援するため、必要な支援情報の提供やエンパワメント

のための施策を推進します。 

②人権にかかわる総合的な相談窓口の整備 

人権侵害にかかわる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、

府民が身近に解決方策について相談できる窓口が必要です。 

大阪府においては、個別施策ごとに府民の相談に対応しています

が、人権全般についての総合的な受け皿機能を果たす窓口がない状

況にあります。このため、人権侵害を受け、または受けるおそれのあ

る人を対象に、幅広い相談窓口を整備します。 

人権にかかわる相談には、複数の要因が複雑に絡み合っているも

のも少なくないことから、相談窓口では、これらの要因を解きほぐ

して整理し、解決のための手だてを本人が主体的に選択できるよう、

きめ細やかな対応を行います。 

また、関係機関の協力を得て、人権にかかわる施設の相談機能の

充実や、各相談機関の相談員等の資質の向上を図ります。 

 

③人権救済・保護システムの充実 

自らの人権を自ら守ることが困難な状況にある府民については、

相談窓口から個別の施策や人権救済のための機関へつなぐことによ

り、事案に即した柔軟な対応を図ることが必要です。 

大阪府においては、自立生活を営むうえで援助を必要とする府民

を支援するため、さまざまな施策を実施することにより、府民の権

利擁護や人権侵害の予防を図っているところです。また、国におい

ては、既に人権侵害が発生した後の被害者救済について、裁判所に
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力体制を構築します。 よる救済だけでなく、労働問題等の一定の分野における裁判外紛争

処理制度等により、対応が図られています。 

したがって、人権にかかわる総合相談窓口とこうした個別の専門

機関との連携のもとで、きめ細かな救済策が講じられ、府民の人権

が適切に守られる仕組みづくりを検討します。あわせて、ＮＰＯ等

の行う援助活動とも連携を図ります。 

  なお、人権問題にかかわる紛争処理については、現行制度では国

の事務となっており、法務省の人権擁護機関が重要な役割を果たし

ています。しかしながら、被害者救済の実効性に限界があるため、

国の人権擁護推進審議会において、新たな人権救済機関の設置につ

いて検討されているところです。大阪府においては、こうした動向

も踏まえながら、救済すべき事案を適切に人権救済の手続きに乗せ

ていくことができるよう、国の人権救済機関との連携協力体制を構

築していきます。 

 

第４ 推進にあたって 

以上に提示した、人権尊重の基本理念を基礎に据えた行政施策を

展開するとともに、前述の基本方向に沿った人権施策を着実に推進

するため、具体的な推進計画を策定し、適切な進捗管理を行います。      

また、国際的動向や国の方針の変化を踏まえ、取り組みを進めてま

いります。 

さらに、社会情勢や価値観の変化に伴い、新たな人権問題が生起

するものであり、これに的確に対応するため、必要に応じて、基本方

針の見直しを行うこととします。 

 

 1 庁内の推進体制 

  本基本方針に基づき、知事をトップとする人権施策の推進本部体

制のもと、総合的な見地から整合性のある施策を推進します。 

  人権局のコーディネート機能を一層強化し、現在、各部局に配置

されている人権局兼務・併任職員と一体となって、人権問題の実情

を踏まえ、施策の企画・調整・点検を行うとともに、人権施策の実施

状況を毎年度、人権白書「施策編」としてとりまとめるなど、効果的

４ 推進にあたって 

以上に提示した、人権尊重の基本理念を基礎に据えた行政施策を

展開するとともに、前述の基本方向に沿った人権施策を着実に推進

するため、具体的な推進計画を策定し、適切な進捗管理を行います。 
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るものであり、これに的確に対応するため、必要に応じて、基本方針

の見直しを行うこととします。 
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本基本方針に基づき、総合的な見地から整合性のある施策を推進

するため、知事をトップとする人権施策の推進本部体制を確立しま

す。 

また、人権室のコーディネート機能を一層強化し、現在、各部局に

配置されている人権室兼務職員と一体となって、人権問題の実情を

踏まえ、施策の企画・調整・点検を行うとともに、人権施策の実施状
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な施策の推進に努めます。 

  また、大阪府職員に対する人権研修の徹底を図り、各部局の業務

の実態に応じた研修の推進に努めます。 

 

 

 

2 市町村との連携 

府内市町村においては、地域の実情に応じて、それぞれに人権問

題についての取り組みが進められています。大阪府の人権施策を効

果的に推進するためには、こうした府民に最も身近な市町村が実施

する諸施策との連携が不可欠であり、大阪府と市町村との連携をよ

り強化します。 

また、市町村単位では実施が困難な事業で、かつ府域全体で取り

組むことが望ましい事業や、情報提供などにより市町村の施策を支

援する事業などについては、大阪府が積極的に推進します。 

 

3 企業、ＮＰＯ等との連携 

 これまで、府内では企業やＮＰＯなどの諸団体が人権問題の解決

のための様々な取り組みを行ってきました。人権施策を効果的に推

進していくため、これらの活動とより一層連携を深め、協働関係の

構築を図ります。 
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審議会 開催日 審議内容等 

第 38回 

大阪府人権施策推進審議会 

令和2年7月２０日 ○大阪府人権尊重の社会づくり条例第５条

第２項に基づく諮問 

・大阪府人権施策推進基本方針の変更につ

いて 

第 39回 

大阪府人権施策推進審議会 

令和 2年 11月９日 ○大阪府人権施策推進基本方針の変更につ

いて 

第 40回 

大阪府人権施策推進審議会 

令和３年３月２４日 ○大阪府人権施策推進基本方針の変更につ

いて 

第 4１回 

大阪府人権施策推進審議会 

令和３年６月７日 ○大阪府人権施策推進基本方針の変更につ

いて 
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